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（
財
政
金
融
委
員
会
）

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

、

（

「

」

。
）

本
法
律
案
は

経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定

以
下

協
定

と
い
う

を
実
施
す
る
た
め
、
メ
キ
シ
コ
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
の
導
入
、
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
の
導
入
等

の
た
め
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
メ
キ
シ
コ
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
の
導
入

関
税
の
撤
廃
・
引
下
げ
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
産
品
の
輸
入
量
の
増
加
が
原
因
と
な
っ
て
、
国
内
産
業
に
重
大
な
損
害
を
与
え

る
場
合
等
に
、
メ
キ
シ
コ
産
品
の
関
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
等
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
た
め
の
関
税
の
緊
急
措
置
を
導
入

す
る
。

二
、
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
の
導
入
等

１

メ
キ
シ
コ
に
対
し
て
一
定
の
数
量
等
を
限
度
と
し
て
関
税
の
撤
廃
・
引
下
げ
を
す
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
数
量
等

の
範
囲
内
で
の
輸
入
に
限
っ
て
、
協
定
に
基
づ
く
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
の
関
税
割
当
制
度
を
導
入
す
る
。

２

メ
キ
シ
コ
に
対
し
て
特
定
の
用
途
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
関
税
の
撤
廃
・
引
下
げ
を
す
る
物
品
に
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つ
い
て
、
協
定
に
基
づ
く
税
率
を
適
用
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
等
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

三
、
そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


